
区

長

報

告

第

二

十

六

号 

 
 

 

専

決

処

分

に

つ

い

て 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

八

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

昭

和

四

十

三

年

三 

月

十

八

日

港

区

議

会

議

決

（

訴

訟

、

和

解

お

よ

び

損

害

賠

償

額

の

決

定

に

関

す

る

区

長

の

専

決

処

分

に

つ

い

て 

に

基

づ

き

、

和

解

に

つ

い

て

平

成

二

十

六

年

十

月

二

十

四

日

次

の

と

お

り

処

分

し

た

の

で

、

同

法

同

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

報

告

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

件 
 

 

名 
 

清

掃

車

の

交

通

事

故

に

係

る

和

解 

二 

当 

事 

者 
 

甲 

東

京

都

港

区

新

橋

六

丁

目

二

十

三

番

一

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

芝

信

用

金

庫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

乙 

東

京

都

港

区

芝

公

園

一

丁

目

五

番

二

十

五

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港 

区 

三 

事

件

の

要

旨 

 

） 



 
 

平

成

二

十

六

年

八

月

二

十

日

、

港

区

白

金

六

丁

目

九

番

先

の

特

別

区

道

第

三

百

四

十

七

号

線

道

路

上

に

お

い

て

、

停

ま

っ

て

い

た

甲

所

有

の

原

動

機

付

自

転

車

が

横

に

倒

れ

て

清

掃

車

に

接

触

し

た

交

通

事

故

（

以

下

「

本

件

事

故

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

、

当

該

清

掃

車

が

損

傷

し

た

。 

四 

和

解

条

項 

 
 

甲

及

び

乙

間

で

協

議

し

、

和

解

の

合

意

に

達

し

た

の

で

、

本

件

事

故

の

処

理

に

つ

い

て

、

次

の

と

お

り

和

解

し

た

。 

 
 

 

甲

は

、

乙

に

対

し

、

二

十

三

万

七

千

四

百

五

十

九

円

の

支

払

義

務

が

あ

る

こ

と

を

認

め

る

。 

 
 

 

乙

は

、

そ

の

余

の

請

求

を

放

棄

す

る

。 

 
 

 

甲

と

乙

は

、

甲

と

乙

の

間

に

は

、

本

件

事

故

に

関

し

、

本

和

解

条

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

何

ら

の 

 
 

債

権

債

務

の

な

い

こ

と

を

相

互

に

確

認

す

る

。 

（三） （二）（一）



区

長

報

告

第

二

十

七

号 

 
 

 

専

決

処

分

に

つ

い

て 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

八

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

昭

和

四

十

三

年

三 

月

十

八

日

港

区

議

会

議

決

（

訴

訟

、

和

解

お

よ

び

損

害

賠

償

額

の

決

定

に

関

す

る

区

長

の

専

決

処

分

に

つ

い

て 

に

基

づ

き

、

損

害

賠

償

額

の

決

定

を

平

成

二

十

六

年

十

一

月

五

日

次

の

と

お

り

処

分

し

た

の

で

、

同

法

同

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

報

告

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

件 
 

 

名 
 

清

掃

車

の

交

通

事

故

に

係

る

損

害

賠

償 

二 

損

害

賠

償

額 
 

四

万

三

千

八

百

三

十

円 

 

 

） 



議

案

第

八

十

五

号 

 
 

 

港

区

個

人

情

報

保

護

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

個

人

情

報

保

護

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

個

人

情

報

保

護

条

例

（

平

成

四

年

港

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

六

条

第

二

項

及

び

第

三

項

を

削

る

。 

 

第

七

条

第

一

項

第

一

号

中

「

第

二

十

二

条

第

三

項

第

五

号

」

を

「

第

二

十

二

条

第

三

項

第

六

号

」

に

改

め

、

同

項

中

第

三

号

を

第

四

号

と

し

、

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

三 

特

定

個

人

情

報

保

護

評

価

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

六

年

特

定

個

人

情

報

保

護

委

員

会

規

則

第

一

号 

第

七

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

実

施

機

関

か

ら

諮

問

の

あ

っ

た

事

項

に

つ

い

て

審

議

し

、

答

申

す

る

こ

と

。 

第

七

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。 

（

組

織

） 

第

七

条

の

二 

運

営

審

議

会

は

、

学

識

経

験

者

及

び

区

民

の

う

ち

か

ら

区

長

が

委

嘱

す

る

委

員

十

人

以

内

を

も

 

） 



っ

て

組

織

す

る

。 
２ 
運

営

審

議

会

の

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

し

、

補

欠

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

た

だ

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。 

（

臨

時

委

員

） 

第

七

条

の

三 
運

営

審

議

会

に

、

第

七

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

項

を

審

議

さ

せ

る

た

め

必

要

が

あ

る

と 

き

は

、

臨

時

委

員

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

臨

時

委

員

は

、

区

長

が

委

嘱

す

る

。 

３ 

臨

時

委

員

は

、

そ

の

者

の

委

嘱

に

係

る

事

項

に

関

す

る

審

議

が

終

了

し

た

と

き

は

、

解

任

さ

れ

る

も

の

と 

す

る

。 

 

第

九

条

第

三

項

及

び

第

四

項

中

「

委

員

」

の

下

に

「

及

び

議

事

に

関

係

の

あ

る

臨

時

委

員

」

を

加

え

る

。 

 

第

十

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

中

「

委

員

」

の

下

に

「

及

び

臨

時

委

員

」

を

加

え

る

。 

 

第

二

十

二

条

第

三

項

中

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

五 

第

三

者

に

関

す

る

情

報

を

含

む

も

の

で

あ

っ

て

、

開

示

を

す

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

第

三

者

の

権

利

利 

益

を

不

当

に

侵

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合 

 

第

二

十

七

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

第

三

者

に

対

す

る

意

見

照

会

等

） 

第

二

十

七

条

の

二 

実

施

機

関

は

、

開

示

の

請

求

に

係

る

自

己

情

報

に

第

三

者

に

関

す

る

情

報

が

含

ま

れ

て

い 



る

場

合

に

お

い

て

、

開

示

の

請

求

に

応

じ

る

旨

の

決

定

（

以

下

「

開

示

の

決

定

」

と

い

う

。

）

を

し

よ

う

と 

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

当

該

第

三

者

に

対

し

、

当

該

第

三

者

に

関

す

る

情

報

の

内

容

等

を

通

知

し

、 
意

見

書

を

提

出

す

る

機

会

を

与

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

第

三

者

の

所

在

が

判

明

し

な

い

場 

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

２ 

実

施

機

関

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

意

見

書

の

提

出

の

機

会

を

与

え

ら

れ

た

第

三

者

が

当

該

第

三

者

に

関 

す

る

情

報

の

開

示

に

反

対

の

意

思

を

表

示

し

た

意

見

書

を

提

出

し

た

場

合

に

お

い

て

、

開

示

の

決

定

を

す

る 

と

き

は

、

開

示

の

決

定

の

日

と

開

示

を

す

る

日

と

の

間

に

少

な

く

と

も

二

週

間

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

実

施

機

関

は

、

開

示

の

決

定

後

直

ち

に

、

当

該

第

三

者

に

対

し

、

開

示

の

決

定

を

し 

た

旨

及

び

そ

の

理

由

並

び

に

開

示

を

す

る

日

を

書

面

に

よ

り

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

第

二

十

八

条

第

一

項

中

「

前

条

第

一

項

」

を

「

第

二

十

七

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

個

人

情

報

保

護

条

例

第

二

十

七

条

の

二

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

な

さ

れ

た

開

示

の

請

求

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

ま

で

に

な

さ

れ

た

開

示

の

請

求

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法



律

第

二

十

七

号

）

に

基

づ

く

特

定

個

人

情

報

保

護

評

価

制

度

が

導

入

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

評

価

書

の

第

三

者

点

検

を

個

人

情

報

保

護

運

営

審

議

会

の

所

掌

事

項

と

す

る

た

め

規

定

を

整

備

す

る

ほ

か

、

自

己

情

報

開

示

に

関 

す

る

第

三

者

保

護

に

係

る

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



 

議

案

第

八

十

六

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

条

例 

（

趣

旨

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。 
 

 

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

（

同

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

、

第

二

項

、

第

六

項

及

び 
 

第

十

一

項

に

お

い

て

準

用

す

る

法

第

二

十

六

条

の

五

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

（

法

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

配

偶

者

同

行

休

業

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

配

偶

者

同

行

休

業

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

職

員

） 

第

二

条 

次

に

掲

げ

る

職

員

は

、

配

偶

者

同

行

休

業

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。 

 

一 

法

第

二

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

条

件

付

採

用

に

な

っ

て

い

る

職

員 

 

） 



 

 

二 

港

区

職

員

の

定

年

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

九

年

港

区

条

例

第

一

号

）

第

四

条

第

一

項

の

規

定

に 

 
 

よ

り

引

き

続

い

て

勤

務

さ

せ

る

こ

と

と

さ

れ

、

又

は

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

期

限

を

延

長

す

る

こ

と 

 
 

と

さ

れ

て

い

る

職

員 

（

配

偶

者

同

行

休

業

の

承

認

） 

第

三

条 

任

命

権

者

は

、

職

員

が

申

請

し

た

場

合

に

お

い

て

、

公

務

の

運

営

に

支

障

が

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、 

 

当

該

申

請

を

し

た

職

員

の

勤

務

成

績

そ

の

他

の

事

情

を

考

慮

し

た

上

で

、

当

該

職

員

が

配

偶

者

同

行

休

業

を

す

る

こ

と

を

承

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

配

偶

者

同

行

休

業

の

期

間

） 

第

四

条 

法

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

の

条

例

で

定

め

る

期

間

は

、

三

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

の

期

間

と

す

る

。 

（

配

偶

者

同

行

休

業

の

対

象

と

な

る

配

偶

者

が

外

国

に

滞

在

す

る

事

由

） 

第

五

条 

法

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

の

条

例

で

定

め

る

事

由

は

、

次

に

掲

げ

る

事

由

（

六

月

以

上

に

わ

た

り 

 

継

続

す

る

こ

と

が

見

込

ま

れ

る

も

の

に

限

る

。

以

下

「

配

偶

者

外

国

滞

在

事

由

」

と

い

う

。

）

と

す

る

。 

 

一 

外

国

で

の

勤

務 

 

二 

事

業

を

経

営

す

る

こ

と

そ

の

他

の

個

人

が

業

と

し

て

行

う

活

動

で

あ

っ

て

外

国

に

お

い

て

行

う

も

の 

 

三 

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

に

よ

る

大

学

に

相

当

す

る

外

国

の

大

学

（

こ

れ

に 

 
 

準

ず

る

教

育

施

設

を

含

む

。

）

で

あ

っ

て

外

国

に

所

在

す

る

も

の

に

お

け

る

修

学

（

前

二

号

に

掲

げ

る

事 

 
 

由

に

該

当

す

る

も

の

を

除

く

。

） 



 

 

四 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

れ

ら

に

準

ず

る

事

由

と

し

て

任

命

権

者

が

定

め

る

も

の 
（

配

偶

者

同

行

休

業

の

承

認

の

申

請

） 

第

六

条 
配

偶

者

同

行

休

業

の

承

認

の

申

請

は

、

配

偶

者

同

行

休

業

を

し

よ

う

と

す

る

期

間

の

初

日

及

び

末

日 

 

並

び

に

当

該

職

員

の

配

偶

者

（

法

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

配

偶

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

） 

 

が

当

該

期

間

中

に

外

国

に

住

所

又

は

居

所

を

定

め

て

滞

在

す

る

事

由

を

明

ら

か

に

し

て

し

な

け

れ

ば

な

ら

な 

 

い

。 

（

配

偶

者

同

行

休

業

の

期

間

の

延

長

） 

第

七

条 

配

偶

者

同

行

休

業

を

し

て

い

る

職

員

は

、

当

該

配

偶

者

同

行

休

業

を

開

始

し

た

日

か

ら

引

き

続

き

配 

 

偶

者

同

行

休

業

を

し

よ

う

と

す

る

期

間

が

三

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

、

延

長

を

し

よ

う

と

す

る

期 

 

間

の

末

日

を

明

ら

か

に

し

て

、

任

命

権

者

に

対

し

、

配

偶

者

同

行

休

業

の

期

間

の

延

長

を

申

請

す

る

こ

と

が 

 

で

き

る

。 

２ 

第

三

条

の

規

定

は

、

配

偶

者

同

行

休

業

の

期

間

の

延

長

の

承

認

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 

（

配

偶

者

同

行

休

業

の

承

認

の

取

消

事

由

） 

第

八

条 

法

第

二

十

六

条

の

六

第

六

項

の

条

例

で

定

め

る

事

由

は

、

次

に

掲

げ

る

事

由

と

す

る

。 

 

一 

配

偶

者

同

行

休

業

に

係

る

配

偶

者

が

外

国

に

滞

在

し

な

い

こ

と

と

な

り

、

又

は

当

該

配

偶

者

の

外

国

に 

 
 

滞

在

す

る

事

由

が

配

偶

者

外

国

滞

在

事

由

に

該

当

し

な

い

こ

と

と

な

っ

た

こ

と

。 

 

二 

任

命

権

者

が

、

配

偶

者

同

行

休

業

を

し

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

、

港

区

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休 



 

 
 

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

港

区

条

例

第

一

号

）

第

十

五

条

第

一

項

又

は

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の 

 
 

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

五

号

）

第

十

七

条

第

一

項 

 
 

に

規

定

す

る

妊

娠

出

産

休

暇

を

承

認

す

る

こ

と

と

な

っ

た

こ

と

。 

 

三 

任

命

権

者

が

、

配

偶

者

同

行

休

業

を

し

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

、

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す 

 
 

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

育

児

休

業

を

承

認

す

る

こ

と

と

な

っ 

 
 

た

こ

と

。 

（

届

出

） 

第

九

条 

配

偶

者

同

行

休

業

を

し

て

い

る

職

員

は

、

次

に

掲

げ

る

場

合

に

は

、

遅

滞

な

く

、

そ

の

旨

を

任

命

権 

 

者

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

一 

配

偶

者

が

死

亡

し

た

場

合 

 

二 

配

偶

者

が

職

員

の

配

偶

者

で

な

く

な

っ

た

場

合 

 

三 

配

偶

者

と

生

活

を

共

に

し

な

く

な

っ

た

場

合 

 

四 

前

条

第

一

号

に

掲

げ

る

事

由

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

場

合 

（

委

任

） 

第

十

条 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

特

別

区

人

事

委

員 

 

会

の

承

認

を

得

て

、

区

規

則

で

定

め

る

。 

付 

則 



 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 
（

説 

明

） 

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

七

十

九

号

）

の

施

行

に

伴

い

、

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

八

十

七

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

港

区

条

例

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す 

る

。 第

十

九

条

の

二

第

二

項

中

「

休

職

と

な

つ

た

職

員

」

の

下

に

「

、

同

法

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

配

偶

者

同

行

休

業

中

の

職

員

」

を

、

「

そ

の

休

職

」

の

下

に

「

、

配

偶

者

同

行

休

業

」

を

加

え

る

。 

 
 

 

付 

則 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

制

度

を

導

入

す

る

こ

と

に

伴

い

、

配

偶

者

同

行

休

業

中

の

職

員

の

給

与

の

取

扱

い

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

八

十

八

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

港

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

三

条

第

一

項

中

「

母

子

相

談

員

」

を

「

母

子

・

父

子

自

立

支

援

員

」

に

、

「

母

子

及

び

寡

婦

福

祉

法

」

を

「

母

子

及

び

父

子

並

び

に

寡

婦

福

祉

法

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

次

代

の

社

会

を

担

う

子

ど

も

の

健

全

な

育

成

を

図

る

た

め

の

次

世

代

育

成

支

援

対

策

推

進

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

二

十

八

号

）

の

施

行

に

よ

る

母

子

及

び

寡

婦

福

祉

法

（

昭

和

三

十

九

年



法

律

第

百

二

十

九

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

八

十

九

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

港

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

条

第

四

項

中

「

第

六

号

」

を

「

第

七

号

」

に

、

「

第

七

号

」

を

「

第

八

号

」

に

改

め

、

第

七

号

を

第

八 

号

と

し

、

第

六

号

を

第

七

号

と

し

、

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

五 

配

偶

者

同

行

休

業

（

地

方

公

務

員

法

そ

の

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

る

配

偶

者

同

行

休

業

を

い

う

。

以

下 

同

じ

。

）

の

期

間 

 

第

十

一

条

第

四

項

中

「

要

し

な

か

つ

た

期

間

」

の

下

に

「

及

び

配

偶

者

同

行

休

業

を

し

た

期

間

」

を

加

え

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 



（

説 

明

） 

 
職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

制

度

を

導

入

す

る

こ

と

に

伴

い

、

職

員

の

退

職

手

当

に

係

る

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

  



議

案

第

九

十

号 

 
 

 

港

区

立

商

工

会

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

商

工

会

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

商

工

会

館

条

例

（

昭

和

五

十

七

年

港

区

条

例

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

の

表

中

「

東

京

都

港

区

海

岸

一

丁

目

七

番

八

号

」

を

「

東

京

都

港

区

海

岸

一

丁

目

四

番

二

十

八

号

」 

に

改

め

る

。 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別

表

中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に

改

め

、

同

表

和

室

の

項

を

削

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

 
 

 

付 

則 

一

、

二

〇

〇

円

一

、

二

〇

〇

円

三

、

〇

〇

〇

円

四

、

八

〇

〇

円

 

一

、

〇

〇

〇

円 

一

、

二

〇

〇

円 

二

、

七

〇

〇

円 

四

、

三

〇

〇

円 

 



１ 

こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 
２ 
こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

立

商

工

会

館

条

例

別

表

の

規

定

は

、

第

二

条

の

表

の

改

正

規

定

の

施

行 
の

日

以

後

の

使

用

分

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

使

用

分

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

商

工

会

館

の

位

置

を

変

更

す

る

と

と

も

に

、

使

用

料

を

改

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

九

十

一

号 

 
 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

（

平

成

二

十

二

年

港

区

条

例

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

二

条

の

表

港

区

立

南

麻

布

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

の

項

中

「

東

京

都

港

区

南

麻

布

三

丁

目

五

番

十

五

号

」

を

「

東

京

都

港

区

南

麻

布

一

丁

目

五

番

二

十

六

号

」

に

改

め

る

。 

 

    

南
麻
布 

敬
老
室
（
和
室
） 

集
会
室
Ｃ
（
和
室
） 

集
会
室
Ｂ
（
洋
室
） 

集
会
室
Ａ
（
洋
室
） 

一
、
四
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

三
、
四
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別

表

二

の

部

南

麻

布

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 



 
 

 

付 

則 
１ 
こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

別

表

の

規

定

は

、

第

二

条

の

表

の

改

正

規

定

の

施

行

の

日

以

後

の

使

用

分

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

使

用

分

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

南

麻

布

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

の

位

置

を

変

更

す

る

と

と

も

に

、

同

プ

ラ

ザ

の

使

用

料

を

改

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

  



議

案

第

九

十

二

号 

 
 

 

港

区

立

高

齢

者

在

宅

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

高

齢

者

在

宅

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

高

齢

者

在

宅

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

条

例

（

昭

和

六

十

三

年

港

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

二

条

の

表

港

区

立

南

麻

布

高

齢

者

在

宅

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

の

項

中

「

東

京

都

港

区

南

麻

布

五

丁

目

一

番

二

十

号

」

を

「

東

京

都

港

区

南

麻

布

一

丁

目

五

番

二

十

六

号

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

南

麻

布

高

齢

者

在

宅

サ

ー

ビ

ス

セ

ン

タ

ー

の

位

置

を

変

更

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

九

十

三

号 

 
 

 

港

区

立

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

（

平

成

十

七

年

港

区

条

例

第

五

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

三

条

の

表

港

区

立

南

麻

布

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

の

項

中

「

東

京

都

港

区

南

麻

布

三

丁

目

五

番

十

五

号

を

「

東

京

都

港

区

南

麻

布

一

丁

目

五

番

二

十

六

号

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

南

麻

布

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

の

位

置

を

変

更

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

」 



議

案

第

九

十

四

号 

 
 

 

港

区

立

こ

ど

も

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

こ

ど

も

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

こ

ど

も

園

条

例

（

平

成

十

八

年

港

区

条

例

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

五

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

（

入

園

で

き

る

者

） 

第

五

条 

こ

ど

も

園

に

入

園

で

き

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

す

児

童

と

す

る

。 

一 

港

区

内

に

住

所

を

有

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

区

長

が

適

当

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

二 

保

護

者

が

当

該

児

童

に

つ

い

て

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

第

二 

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

同

法

第

十

九

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

の

い

ず

れ 

か

に

該

当

す

る

旨

の

認

定

を

受

け

て

い

る

こ

と

。 

 

第

六

条

第

一

項

中

「

資

格

（

以

下

「

入

園

資

格

」

と

い

う

。

）

を

有

す

る

」

を

「

要

件

を

満

た

す

」

に

、

「 



三

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

」

を

「

次

に

掲

げ

る

」

に

改

め

、

同

項

に 
次

の

各

号

を

加

え

る

。 

 

一 
子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

第

十

九

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

児 
童

で

あ

っ

て

四

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

も

の 

 

二 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

第

十

九

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

児 

 
 

童 

第

六

条

第

三

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

３ 

区

長

は

、

基

本

保

育

を

実

施

し

た

児

童

に

つ

い

て

、

当

該

児

童

の

扶

養

義

務

者

か

ら

、

子

ど

も

・

子

育

て 

支

援

法

第

二

十

条

第

三

項

に

規

定

す

る

保

育

必

要

量

（

以

下

「

保

育

必

要

量

」

と

い

う

。

）

が

一

日

当

た

り 

十

一

時

間

ま

で

の

区

分

に

該

当

す

る

児

童

に

あ

っ

て

は

別

表

第

一

に

定

め

る

費

用

、

一

日

当

た

り

八

時

間

ま 

で

の

区

分

に

該

当

す

る

児

童

に

あ

っ

て

は

別

表

第

二

に

定

め

る

費

用

（

以

下

こ

れ

ら

の

費

用

を

「

基

本

保

育 

料

」

と

い

う

。

）

を

徴

収

す

る

。 

 

第

六

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

４ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

に

属

す

る

二

人

以

上

の

児

童

が

法

第

三

十

九

条

第 

一

項

に

規

定

す

る

保

育

所

、

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚 

園

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

施

設

と

し

て

区

規

則

で

定

め

る

施

設

（

以

下

「

保

育

所

等

」

と

い

う

。

）

に

入 

所

し

て

い

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

児

童

の

う

ち

最

年

長

の

児

童

以

外

の

児

童

（

最

年

長

の

児

童

が

二

人 



以

上

い

る

場

合

に

お

け

る

そ

の

う

ち

一

人

の

児

童

以

外

の

児

童

を

含

む

。

）

の

基

本

保

育

料

の

額

は

、

無

料 
と

す

る

。 

 

第

七

条

第

二

項

中

「

時

間

は

、

」

の

下

に

「

月

を

単

位

と

し

て

実

施

す

る

延

長

保

育

に

あ

っ

て

は

午

後

六

時 

十

五

分

か

ら

午

後

七

時

十

五

分

ま

で

と

、

日

を

単

位

と

し

て

実

施

す

る

延

長

保

育

に

あ

っ

て

は

」

を

加

え

、

同 

条

第

四

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

４ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

保

育

の

利

用

の

承

認

を

受

け

た

保

護

者

か

ら

、

月

を

単

位

と

し

て

延 

長

保

育

を

実

施

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

別

表

第

三

に

定

め

る

費

用

、

日

を

単

位

と

し

て

延

長

保

育

を

実

施

し 

た

場

合

に

あ

っ

て

は

別

表

第

四

に

定

め

る

費

用

（

以

下

こ

れ

ら

の

費

用

を

「

延

長

保

育

料

」

と

い

う

。

）

を 

徴

収

す

る

。 

 

第

八

条

第

一

項

中

「

入

園

資

格

を

有

す

る

」

を

「

第

五

条

に

定

め

る

要

件

を

満

た

す

」

に

、

「

三

歳

に

達

す 

る

日

後

の

最

初

の

四

月

一

日

か

ら

六

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

」

を

「 

次

に

掲

げ

る

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。 

 

一 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

第

十

九

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

児 

 
 

童

で

あ

っ

て

四

歳

に

達

す

る

日

後

の

最

初

の

四

月

一

日

か

ら

六

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十 

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

も

の 

二 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

第

十

九

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

児 

童

で

あ

っ

て

四

歳

に

達

す

る

日

後

の

最

初

の

四

月

一

日

か

ら

六

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十 



一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

も

の 

 
第

八

条

第

四

項

中

「

保

護

者

」

の

下

に

「

（

第

一

項

第

一

号

に

該

当

す

る

児

童

の

保

護

者

に

限

る

。

）

」

を 

加

え

、

「

別

表

第

一

」

を

「

別

表

第

五

」

に

改

め

る

。 

 

第

九

条

第

一

項

中

「

で

あ

っ

て

、

教

育

時

間

外

に

保

育

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

も

の

に

対

し

、

」

を

「 

（

同

項

第

一

号

に

該

当

す

る

児

童

に

あ

っ

て

は

、

教

育

時

間

外

に

保

育

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

限 

る

。

）

に

対

し

、

同

号

に

定

め

る

児

童

に

あ

っ

て

は

日

を

単

位

と

し

て

、

同

項

第

二

号

に

定

め

る

児

童

に

あ

っ 

て

は

月

及

び

日

を

単

位

と

し

て

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

教

育

時

間

を

除

く

午

前

七

時

十

五

分

か

ら

午

後 

十

時

ま

で

」

を

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

て

、

当

該

各

号

に

定

め

る

時

間

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の 

各

号

を

加

え

る

。 

 

一 

前

条

第

一

項

第

一

号

に

定

め

る

児

童

に

対

し

て

日

を

単

位

と

し

て

実

施

す

る

預

か

り

保

育 

教

育

時

間 

を

除

く

午

前

七

時

十

五

分

か

ら

午

後

六

時

十

五

分

ま

で 

 

二 

前

条

第

一

項

第

二

号

に

定

め

る

児

童

に

対

し

て

月

を

単

位

と

し

て

実

施

す

る

預

か

り

保

育 

教

育

時

間 

を

除

く

午

前

七

時

十

五

分

か

ら

午

後

六

時

十

五

分

ま

で

及

び

午

後

六

時

十

五

分

か

ら

午

後

七

時

十

五

分

ま 

で 

 

三 

前

条

第

一

項

第

二

号

に

定

め

る

児

童

に

対

し

て

日

を

単

位

と

し

て

実

施

す

る

預

か

り

保

育 

午

後

六

時 

十

五

分

か

ら

午

後

十

時

ま

で 

 

第

九

条

第

四

項

中

「

別

表

第

二

に

定

め

る

預

か

り

保

育

に

要

す

る

費

用

及

び

給

食

費

」

を

「

次

の

各

号

に

掲 



げ

る

区

分

に

応

じ

て

、

当

該

各

号

に

定

め

る

費

用

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。 

 
一 

保

育

必

要

量

が

一

日

当

た

り

十

一

時

間

ま

で

の

区

分

に

該

当

す

る

児

童

に

対

し

て

月

を

単

位

と

し

て

預 
か

り

保

育

を

実

施

し

た

場

合 

当

該

児

童

に

係

る

幼

児

教

育

に

要

す

る

費

用

及

び

給

食

費

と

預

か

り

保

育 

に

要

す

る

費

用

と

の

合

計

額

と

し

て

別

表

第

六

に

定

め

る

費

用 

 

二 

保

育

必

要

量

が

一

日

当

た

り

八

時

間

ま

で

の

区

分

に

該

当

す

る

児

童

に

対

し

て

月

を

単

位

と

し

て

預

か 

り

保

育

を

実

施

し

た

場

合 

当

該

児

童

に

係

る

幼

児

教

育

に

要

す

る

費

用

及

び

給

食

費

と

預

か

り

保

育

に 

要

す

る

費

用

と

の

合

計

額

と

し

て

別

表

第

七

に

定

め

る

費

用 

 

三 

日

を

単

位

と

し

て

預

か

り

保

育

を

実

施

し

た

場

合 

別

表

第

八

に

定

め

る

費

用 

 

第

九

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

５ 

前

項

第

一

号

及

び

第

二

号

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

生

計

を

一

に

す

る

世

帯

に

属

す

る

二

人

以

上

の

児

童 

が

保

育

所

等

に

入

所

し

て

い

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

児

童

の

う

ち

最

年

長

の

児

童

以

外

の

児

童

（

最

年 

長

の

児

童

が

二

人

以

上

い

る

場

合

に

お

け

る

そ

の

う

ち

一

人

の

児

童

以

外

の

児

童

を

含

む

。

）

の

同

項

第

一 

号

及

び

第

二

号

に

定

め

る

費

用

（

午

前

七

時

十

五

分

か

ら

午

後

六

時

十

五

分

ま

で

の

区

分

に

係

る

費

用

に

限 

る

。

）

の

額

は

、

無

料

と

す

る

。 

６ 

区

長

は

、

前

条

第

一

項

第

二

号

に

定

め

る

児

童

に

対

し

て

月

を

単

位

と

す

る

預

か

り

保

育

を

実

施

し

な

か 

っ

た

場

合

に

お

い

て

も

、

当

該

児

童

の

保

護

者

か

ら

第

四

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

定

め

る

費

用

（

午

前

七 

時

十

五

分

か

ら

午

後

六

時

十

五

分

ま

で

の

区

分

に

係

る

費

用

に

限

る

。

）

を

徴

収

す

る

。 



 

第

十

二

条

の

見

出

し

を

「

（

基

本

保

育

料

等

の

納

付

等

）

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

延

長

保

育

（

午

後 
七

時

十

五

分

か

ら

午

後

十

時

ま

で

の

延

長

保

育

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

に

要

す

る

費

用

」

を

「

基

本

保

育

料 

延

長

保

育

料

」

に

、

「

延

長

保

育

料

等

」

を

「

基

本

保

育

料

等

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

延

長

保

育

料

等 

を

「

基

本

保

育

料

等

」

に

改

め

る

。 

 

別

表

第

一

及

び

別

表

第

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

            

 

、 

 

」 



 

 

別表第１ 基本保育料（保育必要量が１日当たり１１時間まで）（第６条関係） 

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 
３ 歳 未 満 児

の 場 合

３  歳  児

の 場 合

Ａ 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単 
給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに 
永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す 
る法律（平成６年法律第３０号）による支援給付（中国残留邦人 
等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 
の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）による支援 
給付を含む。以下同じ。）を受けている者の属する世帯 

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   

Ｃ 

１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯 
（所得割非課税世帯） 1,900  1,300   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円 
未満である世帯 2,400   2,000   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円 
以上50,000円未満である世帯   3,100   2,700   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円 
以上60,000円未満である世帯 6,700   5,600   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円 
以上70,000円未満である世帯 8,300   7,300   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が70,000円 
以上86,000円未満である世帯 9,400   9,300   

４ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が86,000円 
以上123,000円未満である世帯 13,600   10,900   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が123,000円
以上160,000円未満である世帯 17,800   12,700   

６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円
以上180,000円未満である世帯 21,500   14,300   

７ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円
以上200,000円未満である世帯 23,600   15,800   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円
以上220,000円未満である世帯 25,500   17,000   

９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円
以上240,000円未満である世帯 27,500   18,200   

１０ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円
以上260,000円未満である世帯 29,200   19,500   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円
以上270,000円未満である世帯 31,000   20,700   

１２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円
以上280,000円未満である世帯 32,500   21,600   

１３ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円
以上290,000円未満である世帯 34,200   22,600   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が290,000円
以上300,000円未満である世帯 35,700   22,600   

１５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円
以上310,000円未満である世帯 37,200   22,600   

１６ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が310,000円
以上320,000円未満である世帯 38,500   22,600   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円
以上330,000円未満である世帯 40,000   22,600   

１８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が330,000円
以上370,000円未満である世帯 43,400   22,600   

１９ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が370,000円
以上410,000円未満である世帯 48,900   22,600   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が410,000円
以上450,000円未満である世帯 53,700   22,600   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が450,000円
以上490,000円未満である世帯 57,500   22,600   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円
以上560,000円未満である世帯 

61,800   24,200   



 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円
以上630,000円未満である世帯 

66,100   25,900   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が630,000円
以上700,000円未満である世帯 

70,400   27,600   

２５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円
以上である世帯 

74,700   29,300   

備考 

１ ３歳児又は３歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用 

する。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規 

定する均等割をいう。 

３ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

４ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

２３ 

 。 

 「 



 

 

別表第２ 基本保育料（保育必要量が１日当たり８時間まで）（第６条関係） 
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 
３ 歳 未 満 児

の 場 合

３  歳  児

の 場 合

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留 
邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及 
び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けて 
いる者の属する世帯 

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   
 

 

 

Ｃ 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯 
（所得割非課税世帯） 1,800  1,200   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円 
未満である世帯 2,300   1,900   

３ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円 
以上50,000円未満である世帯   3,000   2,600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円 
以上60,000円未満である世帯 6,500   5,500   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円 
以上70,000円未満である世帯 8,100   7,100   

３ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が70,000円 
以上86,000円未満である世帯 9,200   9,100   

４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が86,000円 
以上123,000円未満である世帯 13,300   10,700   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が123,000円
以上160,000円未満である世帯 17,400   12,400   

６ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円
以上180,000円未満である世帯 21,100   14,000   

７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円
以上200,000円未満である世帯 23,100   15,500   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円
以上220,000円未満である世帯 25,000   16,700   

９ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円
以上240,000円未満である世帯 27,000   17,800   

１０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円
以上260,000円未満である世帯 28,700   19,100   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円
以上270,000円未満である世帯 30,400   20,300   

１２ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円
以上280,000円未満である世帯 31,900   21,200   

１３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円
以上290,000円未満である世帯 33,600   22,200   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が290,000円
以上300,000円未満である世帯 35,000   22,200   

１５ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円
以上310,000円未満である世帯 36,500   22,200   

１６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が310,000円
以上320,000円未満である世帯 37,800   22,200   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円
以上330,000円未満である世帯 39,300   22,200   

１８ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が330,000円
以上370,000円未満である世帯 42,600   22,200   

１９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が370,000円
以上410,000円未満である世帯 48,000   22,200   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が410,000円
以上450,000円未満である世帯 52,700   22,200   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が450,000円
以上490,000円未満である世帯 56,500   22,200   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円
以上560,000円未満である世帯 

60,700   23,700   

２３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円
以上630,000円未満である世帯 

64,900   25,400   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が630,000円
以上700,000円未満である世帯 

69,200   27,100   



 ２５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円
以上である世帯 

73,400   28,800   

備考 

１ ３歳児又は３歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用 

する。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

３ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

４ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

 。 

 「 
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別表第３ 延長保育料（月を単位とする利用）（第７関係） 
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 
３歳未満児

の 場 合

３ 歳  児

の 場 合

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留 
邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及 
び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けて 
いる者の属する世帯 

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   

Ｃ 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯 
（所得割非課税世帯） 600  600   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円 
未満である世帯 600   600   

３ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円 
以上50,000円未満である世帯   600   600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円 
以上60,000円未満である世帯 900   900   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円 
以上70,000円未満である世帯 900   900   

３ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が70,000円 
以上86,000円未満である世帯 900   900   

４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が86,000円 
以上123,000円未満である世帯 1,300   1,300   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が123,000円 
以上160,000円未満である世帯 1,700   1,300   

６ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円 
以上180,000円未満である世帯 2,100   1,300   

７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円 
以上200,000円未満である世帯 2,300   1,500   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円 
以上220,000円未満である世帯 2,500   1,700   

９ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円 
以上240,000円未満である世帯 2,700   1,800   

１０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円 
以上260,000円未満である世帯 2,900   1,900   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円 
以上270,000円未満である世帯 3,100   2,000   

１２ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円 
以上280,000円未満である世帯 3,200   2,100   

１３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円 
以上290,000円未満である世帯 3,400   2,200   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が290,000円 
以上300,000円未満である世帯 3,500   2,200   

１５ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円 
以上310,000円未満である世帯 3,700   2,200   

１６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が310,000円 
以上320,000円未満である世帯 3,800   2,200   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円 
以上330,000円未満である世帯 4,000   2,200   

１８ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が330,000円 
以上370,000円未満である世帯 4,300   2,200   

１９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が370,000円 
以上410,000円未満である世帯 4,800   2,200   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が410,000円 
以上450,000円未満である世帯 5,300   2,200   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が450,000円 
以上490,000円未満である世帯 5,700   2,200   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円 
以上560,000円未満である世帯 

6,100   2,600   

２３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円 
以上630,000円未満である世帯 

6,600   2,600   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が630,000円 
以上700,000円未満である世帯 

7,000   2,600   



 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円 
以上である世帯 

7,400   2,600   

備考  

１ ３歳児又は３歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用 

する。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

３ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

４ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

２５ 

 。 

 「 



 

別表第４ 延長保育料（日を単位とする利用）（第７条関係） 

階    層    区    分 
１時間当たり

（児童単位） 

Ａ階層及びＢ階層に属する世帯 ０円

Ｃ階層及びＤ１階層からＤ３階層までの階層に属する世帯 １００円

Ｄ４階層からＤ７階層までの階層に属する世帯 ２００円

Ｄ８階層からＤ１４階層までの階層に属する世帯 ３００円

Ｄ１５階層からＤ２５階層までの階層に属する世帯 ４００円

 備考 

  １ この表において「階層区分」とは、別表第１及び別表第２における階層区

分をいう。 

  ２ １時間に満たない端数は、これを１時間とする。 



 

 

別表第５ 幼児教育保育料（第８条関係） 

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層 

区分 
定        義 

幼児教育に要する費用 
給食費 

第１子の児童 
第２子以 

降の児童 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を 

含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国 

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等 

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 

による支援給付を受けている者の属する世 

帯 

円

０

円

０ 

円

０ 

Ｂ 
Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課 

税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち 

均等割のみの課税世帯（所得割非課税世帯）

０ ０ ０ 

Ｃ 

１ 

Ａ階層を 

除き当年 

度分の区 

市町村民 

税の所得 

割が課税 

となる世 

帯 

当年度分の区市町村民税のうち 

の所得割課税額が５，０００円 

以下である世帯 

２，１００

３月分のみ１，６６０
０  ０ 

２ 

当年度分の区市町村民税のうち 

の所得割課税額が５，０００円 

を超え１０，０００円以下であ 

る世帯 

３，１００

３月分のみ３，０５０
０ ０ 

３ 

当年度分の区市町村民税のうち 

所得割課税額が１０，０００円 

を超え５０，０００円以下であ 

る世帯 

６，２００

３月分のみ６，１００
０ ０ 

４ 

当年度分の区市町村民税のうち 

所得割課税額が５０，０００円 

を超える世帯 

６，２００

３月分のみ６，１００
０ ５，０００ 

備考  

  １ この表において「第１子の児童」とは、「第２子以降の児童」に該当しない児童をいう。 

  ２ この表において「第２子以降の児童」とは、次に掲げる児童その他これらに準ずる児童として区規則 

で定める者をいう。 

（１）生計を一にする世帯に属する２人以上の児童に幼児教育を実施している場合における当該児童のう 

ち最年長の児童以外の児童（最年長の児童が２人以上いる場合は、そのうち１人を除く児童を含む。 

（２）幼児教育を実施している児童の兄又は姉（当該児童と生計を一にする世帯に属する者に限る。）１ 

人以上が小学校の第１学年から第３学年までに在学している場合における当該児童 

３ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

４ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をい 

う。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用す 

る。 

５ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

「前年度分」と読み替えるものとする。 

 ） 



 

 

別表第６ 預かり保育料（保育必要量が１日当たり１１時間まで）（第９条関係） 
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 午前７時１５分から
午後６時１５分まで

午後６時１５分から 
午後７時１５分まで 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 
及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支 
援に関する法律による支援給付を受けている者の属 
する世帯 

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   

 
 
 
Ｃ 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割の 
みの課税世帯（所得割非課税世帯） 1,300  600   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円未満である世帯 2,000   600   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円以上50,000円未満である 
世帯 

  2,600   600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が50,000円以上60,000円未満である 
世帯 

5,600   900   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が 60,000 円以上 70,000 円未満であ 
る世帯 

7,200   900   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が70,000円以上86,000円未満である 
世帯 

9,200   900   

４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が86,000円以上123,000円未満である 
世帯 

10,800   1,300   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が123,000円以上160,000円未満であ 
る世帯 

12,600   1,300   

６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が160,000円以上180,000円未満であ 
る世帯 

14,200   1,300   

７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が180,000円以上200,000円未満であ 
る世帯 

15,700   1,500   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が200,000円以上220,000円未満であ 
る世帯 

16,900   1,600   

９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が220,000円以上240,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が240,000円以上260,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が260,000円以上270,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が270,000円以上280,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が280,000円以上290,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が290,000円以上300,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が300,000円以上310,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   



 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が310,000円以上320,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が320,000円以上330,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が330,000円以上370,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

１９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が370,000円以上410,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が410,000円以上450,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が450,000円以上490,000円未満であ 
る世帯 

18,000   1,800   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が490,000円以上560,000円未満であ 
る世帯 

19,300   2,100   

２３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が560,000円以上630,000円未満であ 
る世帯 

20,600   2,100   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が630,000円以上700,000円未満であ 
る世帯 

22,000   2,100   

２５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が700,000円以上である世帯 

23,400   2,100   

備考  

１ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

２ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

３ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

１６ 

 。 

 「 



 

 

別表第７ 預かり保育料（保育必要量が１日当たり８時間まで）（第９条関係） 
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 午前７時１５分から
午後６時１５分まで

午後６時１５分から 
午後７時１５分まで 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 
及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支 
援に関する法律による支援給付を受けている者の属 
する世帯 

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   

 
 
 
Ｃ 

１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割の 
みの課税世帯（所得割非課税世帯） 1,200  600   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円未満である世帯 1,900   600   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円以上50,000円未満である 
世帯 

  2,500   600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が50,000円以上60,000円未満である 
世帯 

5,500   900   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が60,000円以上70,000円未満である 
世帯 

7,000   900   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が70,000円以上86,000円未満である 
世帯 

9,000   900   

４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が86,000円以上123,000円未満である 
世帯 

10,600   1,300   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が123,000円以上160,000円未満であ 
る世帯 

12,300   1,300   

６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が160,000円以上180,000円未満であ 
る世帯 

13,900   1,300   

７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が180,000円以上200,000円未満であ 
る世帯 

15,400   1,500   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が200,000円以上220,000円未満であ 
る世帯 

16,600   1,600   

９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が220,000円以上240,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が240,000円以上260,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が260,000円以上270,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が270,000円以上280,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が280,000円以上290,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が290,000円以上300,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が300,000円以上310,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   



 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が310,000円以上320,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が320,000円以上330,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が330,000円以上370,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

１９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が370,000円以上410,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が410,000円以上450,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が450,000円以上490,000円未満であ 
る世帯 

17,600   1,800   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が490,000円以上560,000円未満であ 
る世帯 

18,900   2,100   

２３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が560,000円以上630,000円未満であ 
る世帯 

20,200   2,100   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が630,000円以上700,000円未満であ 
る世帯 

21,600   2,100   

２５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が700,000円以上である世帯 

23,000   2,100   

備考  

１ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

２ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

３ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

１６ 

 。 

 「 



 

別表第８ 預かり保育料（日を単位とする利用）（第９条関係） 

（１）第８条第１項第１号に定める児童に対して行う預かり保育 

階  層  区  分 

徴収日額（児童単位） 

預かり保育に 

要する費用 
給食費 

Ａ階層及びＢ階層に属する世帯 ０円 ０円

Ｃ１階層からＣ３階層までの階層に属する世帯 ６５０円 ０円

Ｃ４階層に属する世帯 ６５０円 ２５０円

備考 この表において「階層区分」とは、別表第５における階層区分をいう。 

 

（２）第８条第１項第２号に定める児童に対して行う預かり保育 

階    層    区    分 
１時間当たり 

（児童単位） 

Ａ階層及びＢ階層に属する世帯 ０円

Ｃ階層及びＤ１階層からＤ３階層までの階層に属する世帯 １００円

Ｄ４階層からＤ７階層までの階層に属する世帯 ２００円

Ｄ８階層からＤ１４階層までの階層に属する世帯 ３００円

Ｄ１５階層からＤ２５階層までの階層に属する世帯 ４００円

備考 

   １ この表において「階層区分」とは、別表第６及び別表第７における階層区

分をいう。 

   ２ １時間に満たない端数は、これを１時間とする。 
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法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚 
園

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

施

設

と

し

て

区

規

則

で

定

め

る

施

設

に

入

所

し

て

い

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当 

該

児

童

の

う

ち

最

年

長

の

児

童

以

外

の

児

童

（

最

年

長

の

児

童

が

二

人

以

上

い

る

場

合

に

お

け

る

そ

の

う

ち 

一

人

の

児

童

以

外

の

児

童

を

含

む

。

）

の

基

本

保

育

料

の

額

は

、

無

料

と

す

る

。 

第

四

条

の

次

に

次

の

四

条

を

加

え

る

。 

（

延

長

保

育

の

実

施

） 

第

四

条

の

二 

区

長

は

、

保

護

者

が

区

規

則

で

定

め

る

要

件

に

該

当

す

る

こ

と

に

よ

り

、

第

二

条

に

よ

る

保

育 

の

実

施

の

時

間

に

引

き

続

い

て

特

に

保

育

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

児

童

に

対

し

、

延

長

保

育

を

実

施

す 

る

。 

２ 

延

長

保

育

を

実

施

す

る

時

間

は

、

月

を

単

位

と

し

て

実

施

す

る

延

長

保

育

に

あ

つ

て

は

午

後

六

時

十

五

分 

か

ら

午

後

七

時

十

五

分

ま

で

と

、

日

を

単

位

と

し

て

実

施

す

る

延

長

保

育

に

あ

つ

て

は

午

後

六

時

十

五

分

か 

ら

午

後

十

時

ま

で

と

す

る

。 

３ 

延

長

保

育

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

保

護

者

は

、

区

長

に

申

し

込

み

、

そ

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な 

い

。 

４ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

延

長

保

育

の

利

用

の

承

認

を

受

け

た

保

護

者

か

ら

、

月

を

単

位

と

し

て

延 

長

保

育

を

実

施

し

た

場

合

は

に

あ

つ

て

は

別

表

第

三

に

定

め

る

額

を

、

日

を

単

位

と

し

て

延

長

保

育

を

実

施 



し

た

場

合

に

あ

つ

て

は

別

表

第

四

に

定

め

る

額

を

延

長

保

育

料

と

し

て

徴

収

す

る

。 
（

一

時

保

育

の

実

施

） 

第

四

条

の

三 

区

長

は

、

第

二

条

に

よ

る

保

育

の

実

施

が

さ

れ

て

い

な

い

児

童

で

あ

つ

て

、

区

内

に

住

所

を

有 

し

、

か

つ

、

一

時

的

に

保

育

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

も

の

に

対

し

、

一

時

保

育

を

実

施

す

る

。 

２ 

一

時

保

育

を

実

施

す

る

時

間

は

、

午

前

七

時

十

五

分

か

ら

午

後

六

時

十

五

分

ま

で

と

す

る

。

た

だ

し

、

区 

長

が

特

に

必

要

と

認

め

る

と

き

は

、

午

後

六

時

十

五

分

を

超

え

て

一

時

保

育

を

実

施

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

一

時

保

育

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

保

護

者

は

、

区

長

に

申

し

込

み

、

そ

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な 

い

。 

４ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

一

時

保

育

の

利

用

の

承

認

を

受

け

た

保

護

者

か

ら

、

児

童

一

人

に

つ

き

一 

日

当

た

り

五

時

間

ま

で

の

場

合

に

あ

つ

て

は

千

五

百

円

を

、

五

時

間

を

超

え

る

場

合

に

あ

つ

て

は

三

千

円

を 

一

時

保

育

料

と

し

て

徴

収

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

午

後

六

時

十

五

分

を

超

え

て 

一

時

保

育

を

実

施

し

た

場

合

は

、

当

該

超

え

た

時

間

一

時

間

（

一

時

間

に

満

た

な

い

端

数

は

、

こ

れ

を

一

時 

間

と

す

る

。

）

当

た

り

四

百

円

を

徴

収

す

る

。 

（

休

日

保

育

の

実

施

） 

第

四

条

の

四 

区

長

は

、

第

二

条

に

よ

る

保

育

の

実

施

が

さ

れ

て

い

る

児

童

で

あ

つ

て

、

日

曜

日

そ

の

他

区

規 

則

で

定

め

る

日

に

お

い

て

特

に

保

育

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

も

の

に

対

し

、

休

日

保

育

を

実

施

す

る

。 

２ 

休

日

保

育

を

実

施

す

る

時

間

は

、

午

前

七

時

十

五

分

か

ら

午

後

六

時

十

五

分

ま

で

と

す

る

。 



３ 

休

日

保

育

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

保

護

者

は

、

区

長

に

申

し

込

み

、

そ

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な 
い

。 

４ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

休

日

保

育

の

利

用

の

承

認

を

受

け

た

保

護

者

か

ら

、

児

童

一

人

に

つ

き

一 

日

当

た

り

五

時

間

ま

で

の

場

合

に

あ

つ

て

は

千

五

百

円

を

、

五

時

間

を

超

え

る

場

合

に

あ

つ

て

は

三

千

円

を 

休

日

保

育

料

と

し

て

徴

収

す

る

。 

（

年

末

保

育

の

実

施

） 

第

四

条

の

五 

区

長

は

、

第

二

条

に

よ

る

保

育

の

実

施

が

さ

れ

て

い

る

児

童

で

あ

つ

て

、

年

末

と

し

て

区

規

則 

で

定

め

る

日

に

お

い

て

特

に

保

育

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

も

の

に

対

し

、

年

末

保

育

を

実

施

す

る

。 

２ 

年

末

保

育

を

実

施

す

る

時

間

は

、

午

前

七

時

十

五

分

か

ら

午

後

六

時

十

五

分

ま

で

と

す

る

。 

３ 

年

末

保

育

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

保

護

者

は

、

区

長

に

申

し

込

み

、

そ

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な 

い

。 

４ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

年

末

保

育

の

利

用

の

承

認

を

受

け

た

保

護

者

か

ら

、

児

童

一

人

に

つ

き

一 

日

当

た

り

五

時

間

ま

で

の

場

合

に

あ

つ

て

は

千

五

百

円

を

、

五

時

間

を

超

え

る

場

合

に

あ

つ

て

は

三

千

円

を 

年

末

保

育

料

と

し

て

徴

収

す

る

。 

 

第

五

条

の

見

出

し

中

「

保

育

料

」

を

「

基

本

保

育

料

及

び

延

長

保

育

料

」

に

改

め

、

同

条

中

「

前

条

」

を

「 

第

四

条

及

び

第

四

条

の

二

」

に

、

「

保

育

料

」

を

「

基

本

保

育

料

及

び

延

長

保

育

料

（

月

を

単

位

と

し

て

実

施 

す

る

場

合

の

延

長

保

育

料

に

限

る

。

）

」

に

改

め

、

「

扶

養

義

務

者

」

の

下

に

「

又

は

保

護

者

」

を

加

え

る

。 



 

第

六

条

中

「

扶

養

義

務

者

」

の

下

に

「

又

は

保

護

者

」

を

、

「

第

四

条

」

の

下

に

「

か

ら

第

四

条

の

五

ま

で 
を

加

え

、

「

保

育

料

」

を

「

基

本

保

育

料

、

延

長

保

育

料

、

一

時

保

育

料

、

休

日

保

育

料

及

び

年

末

保

育

料

（ 

以

下

「

基

本

保

育

料

等

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。 

 

第

八

条

の

見

出

し

中

「

保

育

料

」

を

「

基

本

保

育

料

等

」

に

改

め

、

同

条

中

「

第

四

条

に

基

づ

く

保

育

料

」 

を

「

基

本

保

育

料

等

」

に

、

「

そ

の

保

育

料

」

を

「

当

該

基

本

保

育

料

等

」

に

改

め

る

。 

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

四

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

          

 

」 



 

 

別表第１ 基本保育料（保育必要量が１日当たり１１時間まで）（第４条関係） 
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 
３ 歳 未 満 児

の 場 合

３  歳  児

の 場 合

４ 歳 以 上 児

の 場 合

Ａ 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被 
保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等 
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦 
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平 
成６年法律第３０号）による支援給付（中国残留邦 
人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支 
援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年 
法律第１２７号）による支援給付を含む。以下同じ。）
を受けている者の属する世帯 

円

0   

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   0   

 
 
 

Ｃ 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割の 
みの課税世帯（所得割非課税世帯） 1,900  1,300   1,300   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円未満である世帯 2,400   2,000   2,000   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円以上50,000円未満である 
世帯 

  3,100   2,700   2,600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が50,000円以上60,000円未満である 
世帯 

6,700   5,600   5,600   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が60,000円以上70,000円未満である 
世帯 

8,300   7,300   7,200   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が70,000円以上86,000円未満である 
世帯 

9,400   9,300   9,200   

４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が86,000円以上123,000円未満である 
世帯 

13,600   10,900   10,800   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が123,000円以上160,000円未満であ 
る世帯 

17,800   12,700   12,600   

６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が160,000円以上180,000円未満であ 
る世帯 

21,500   14,300   14,200   

７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が180,000円以上200,000円未満であ 
る世帯 

23,600   15,800   15,700   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が200,000円以上220,000円未満であ 
る世帯 

25,500   17,000   16,900   

９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が220,000円以上240,000円未満であ 
る世帯 

27,500   18,200   18,000   

１０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が240,000円以上260,000円未満であ 
る世帯 

29,200   19,500   18,000   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が260,000円以上270,000円未満であ 
る世帯 

31,000   20,700   18,000   

１２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が270,000円以上280,000円未満であ 
る世帯 

32,500   21,600   18,000   

１３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が280,000円以上290,000円未満であ 
る世帯 

34,200   22,600   18,000   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が290,000円以上300,000円未満であ 
る世帯 

35,700   22,600   18,000   



 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が300,000円以上310,000円未満であ 
る世帯 

37,200   22,600   18,000   

１６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が310,000円以上320,000円未満であ 
る世帯 

38,500   22,600   18,000   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が320,000円以上330,000円未満であ 
る世帯 

40,000   22,600   18,000   

１８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が330,000円以上370,000円未満であ 
る世帯 

43,400   22,600   18,000   

１９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が370,000円以上410,000円未満であ 
る世帯 

48,900   22,600   18,000   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が410,000円以上450,000円未満であ 
る世帯 

53,700   22,600   18,000   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が450,000円以上490,000円未満であ 
る世帯 

57,500   22,600   18,000   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が490,000円以上560,000円未満であ 
る世帯 

61,800   24,200   19,300   

２３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が560,000円以上630,000円未満であ 
る世帯 

66,100   25,900   20,600   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が630,000円以上700,000円未満であ 
る世帯 

70,400   27,600   22,000   

２５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が700,000円以上である世帯 

74,700   29,300   23,400   

備考 

１ ３歳児又は３歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用 

する。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規 

定する均等割をいう。 

３ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

４ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

１５ 

 。 

 「 



 

 

別表第２ 基本保育料（保育必要量が１日当たり８時間まで）（第４条関係） 
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 
３ 歳 未 満 児

の 場 合

３  歳  児

の 場 合

４ 歳 以 上 児

の 場 合

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 
及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支 
援に関する法律による支援給付を受けている者の属 
する世帯 

円

0   

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   0   

 
 
 

Ｃ 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割の 
みの課税世帯（所得割非課税世帯） 1,800  1,200   1,200   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円未満である世帯 2,300   1,900   1,900   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円以上50,000円未満である世 
帯 

  3,000   2,600   2,500   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が50,000円以上60,000円未満である 
世帯 

6,500   5,500   5,500   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が60,000円以上70,000円未満である 
世帯 

8,100   7,100   7,000   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が70,000円以上86,000円未満である 
世帯 

9,200   9,100   9,000   

４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が86,000円以上123,000円未満である 
世帯 

13,300   10,700   10,600   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が123,000円以上160,000円未満であ 
る世帯 

17,400   12,400   12,300   

６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が160,000円以上180,000円未満であ 
る世帯 

21,100   14,000   13,900   

７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が180,000円以上200,000円未満であ 
る世帯 

23,100   15,500   15,400   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が200,000円以上220,000円未満であ 
る世帯 

25,000   16,700   16,600   

９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が220,000円以上240,000円未満であ 
る世帯 

27,000   17,800   17,600   

１０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が240,000円以上260,000円未満であ 
る世帯 

28,700   19,100   17,600   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が260,000円以上270,000円未満であ 
る世帯 

30,400   20,300   17,600   

１２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が270,000円以上280,000円未満であ 
る世帯 

31,900   21,200   17,600   

１３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が280,000円以上290,000円未満であ 
る世帯 

33,600   22,200   17,600   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が290,000円以上300,000円未満であ 
る世帯 

35,000   22,200   17,600   

１５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が300,000円以上310,000円未満であ 
る世帯 

36,500   22,200   17,600   



 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が310,000円以上320,000円未満であ 
る世帯 

37,800   22,200   17,600   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が320,000円以上330,000円未満であ 
る世帯 

39,300   22,200   17,600   

１８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が330,000円以上370,000円未満であ 
る世帯 

42,600   22,200   17,600   

１９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が370,000円以上410,000円未満であ 
る世帯 

48,000   22,200   17,600   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が410,000円以上450,000円未満であ 
る世帯 

52,700   22,200   17,600   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が450,000円以上490,000円未満であ 
る世帯 

56,500   22,200   17,600   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が490,000円以上560,000円未満であ 
る世帯 

60,700   23,700   18,900   

２３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が560,000円以上630,000円未満であ 
る世帯 

64,900   25,400   20,200   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が630,000円以上700,000円未満であ 
る世帯 

69,200   27,100   21,600   

２５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が700,000円以上である世帯 

73,400   28,800   23,000   

備考  

１ ３歳児又は３歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用 

する。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

３ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

４ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

１６ 

 。 

 「 



 

 

別表第３ 延長保育料（月を単位とする利用）（第４条の２関係） 
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 

階層区分 定           義 
３ 歳 未 満 児

の 場 合

３  歳  児

の 場 合

４ 歳 以 上 児

の 場 合

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 
及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支 
援に関する法律による支援給付を受けている者の属 
する世帯 

円

0   

円

0   

円

0   

Ｂ Ａ階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 0   0   0   

 
 
 

Ｃ 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ階層を 
除き当年 
度分の区 
市町村民 
税が課税 
となる世 
帯 

当年度分の区市町村民税のうち均等割の 
みの課税世帯（所得割非課税世帯） 600  600   600   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円未満である世帯 600   600   600   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が5,000円以上50,000円未満である世 
帯 

  600   600   600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が50,000円以上60,000円未満である 
世帯 

900   900   900   

２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が60,000円以上70,000円未満である 
世帯 

900   900   900   

３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が70,000円以上86,000円未満である 
世帯 

900   900   900   

４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が86,000円以上123,000円未満である 
世帯 

1,300   1,300   1,300   

５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が123,000円以上160,000円未満であ 
る世帯 

1,700   1,300   1,300   

６ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が160,000円以上180,000円未満であ 
る世帯 

2,100   1,300   1,300   

７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が180,000円以上200,000円未満であ 
る世帯 

2,300   1,500   1,500   

８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が200,000円以上220,000円未満であ 
る世帯 

2,500   1,700   1,600   

９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が220,000円以上240,000円未満であ 
る世帯 

2,700   1,800   1,800   

１０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が240,000円以上260,000円未満であ 
る世帯 

2,900   1,900   1,800   

１１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が260,000円以上270,000円未満であ 
る世帯 

3,100   2,000   1,800   

１２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が270,000円以上280,000円未満であ 
る世帯 

3,200   2,100   1,800   

１３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が280,000円以上290,000円未満であ 
る世帯 

3,400   2,200   1,800   

１４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が290,000円以上300,000円未満であ 
る世帯 

3,500   2,200   1,800   

１５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が300,000円以上310,000円未満であ 
る世帯 

3,700   2,200   1,800   



 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が310,000円以上320,000円未満であ 
る世帯 

3,800   2,200   1,800   

１７ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が320,000円以上330,000円未満であ 
る世帯 

4,000   2,200   1,800   

１８ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が330,000円以上370,000円未満であ 
る世帯 

4,300   2,200   1,800   

１９ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が370,000円以上410,000円未満であ 
る世帯 

4,800   2,200   1,800   

２０ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が410,000円以上450,000円未満であ 
る世帯 

5,300   2,200   1,800   

２１ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が450,000円以上490,000円未満であ 
る世帯 

5,700   2,200   1,800   

２２ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が490,000円以上560,000円未満であ 
る世帯 

6,100   2,600   2,100   

２３ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が560,000円以上630,000円未満であ 
る世帯 

6,600   2,600   2,100   

２４ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が630,000円以上700,000円未満であ 
る世帯 

7,000   2,600   2,100   

２５ 
当年度分の区市町村民税のうち所得割課 
税額が700,000円以上である世帯 

7,400   2,600   2,100   

備考 

１ ３歳児又は３歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用 

する。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

３ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう 

ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

４ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、 

前年度分」と読み替えるものとする。 

１６ 

 。 

 「 



 

 

 

別表第４ 延長保育料（日を単位とする利用）（第４条の２関係） 

階    層    区    分 
１時間当たり

（児童単位） 

Ａ階層及びＢ階層に属する世帯 ０円

Ｃ階層及びＤ１階層からＤ３階層までの階層に属する世帯 １００円

Ｄ４階層からＤ７階層までの階層に属する世帯 ２００円

Ｄ８階層からＤ１４階層までの階層に属する世帯 ３００円

Ｄ１５階層からＤ２５階層までの階層に属する世帯 ４００円

 備考 

  １ この表において「階層区分」とは、別表第１及び別表第２における階層区

分をいう。 

  ２ １時間に満たない端数は、これを１時間とする。 
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る

。 

 

第

六

条

第

一

項

中

「

母

子

及

び

寡

婦

福

祉

法

施

行

令

」

を

「

母

子

及

び

父

子

並

び

に

寡

婦

福

祉

法

施

行

令

」

に

改

め

る

。 

第

二

十

二

条

の

見

出

し

中

「

母

子

福

祉

資

金

」

を

「

母

子

及

び

父

子

福

祉

資

金

」

に

改

め

、

同

条

中

「

母

子

福

祉

資

金

（

東

京

都

母

子

福

祉

資

金

貸

付

条

例

」

を

「

母

子

及

び

父

子

福

祉

資

金

（

東

京

都

母

子

及

び

父

子

福

祉

資

金

貸

付

条

例

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 



 

次

代

の

社

会

を

担

う

子

ど

も

の

健

全

な

育

成

を

図

る

た

め

の

次

世

代

育

成

支

援

対

策

推

進

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

一

部

の

施

行

に

伴

う

関

係

政

令

の

整

備

に

関

す

る

政

令

（

平

成

二

十

六

年

政

令

第

三

百

十

三

号 

の

施

行

に

よ

る

母

子

及

び

寡

婦

福

祉

法

施

行

令

（

昭

和

三

十

九

年

政

令

第

二

百

二

十

四

号

）

の

一

部

改

正

及

び

東

京

都

母

子

福

祉

資

金

貸

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

六

年

東

京

都

条

例

第

百

十

四

号

）

の

施

行

に

よ

る

東

京

都

母

子

福

祉

資

金

貸

付

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

東

京

都

条

例

第

百

六

十

六

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

） 



議

案

第

九

十

七

号 

 
 

 

港

区

立

幼

稚

園

入

園

料

及

び

保

育

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

幼

稚

園

入

園

料

及

び

保

育

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

立

幼

稚

園

入

園

料

及

び

保

育

料

条

例

（

昭

和

二

十

二

年

港

区

条

例

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に 

改

正

す

る

。 

 

題

名

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 
 

 

港

区

立

幼

稚

園

の

保

育

料

に

関

す

る

条

例 

 

第

二

条

の

見

出

し

を

「

（

保

育

料

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

入

園

料

、

」

を

削

る

。 

 

第

三

条

の

見

出

し

中

「

保

育

料

等

」

を

「

保

育

料

」

に

改

め

、

同

条

中

「

入

園

料

、

」

を

削

り

、

「

保

育

料 

等

」

と

い

う

」

を

「

保

育

料

」

と

総

称

す

る

」

に

改

め

る

。 

 

第

四

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

中

「

保

育

料

等

」

を

「

保

育

料

」

に

改

め

る

。 

 

第

五

条

の

見

出

し

中

「

保

育

料

等

」

を

「

保

育

料

」

に

改

め

、

同

条

中

「

保

育

料

等

は

」

を

「

保

育

料

は

、 
 

」 



に

改

め

る

。 

 
別

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

               



 

 

別表（第２条関係） 

各月初日の在籍幼児の 

属する世帯の階層区分 
保育料（月額） 

子育てサポート保育料 
年間利用（月額） 

一時利用 

（日額） 階層 

区分 
定        義 第１子の幼児 

第２子以

降の幼児
第１子の幼児 

第２子以

降の幼児

Ａ 

生活保護法（昭和２５年法律第 

１４４号）による被保護世帯（ 

単給世帯を含む。）及び中国残 

留邦人等の円滑な帰国の促進並 

びに永住帰国した中国残留邦人 

等及び特定配偶者の自立の支援 

に関する法律（平成６年法律第 

３０号）による支援給付（中国 

残留邦人等の円滑な帰国の促進 

及び永住帰国後の自立の支援に 

関する法律の一部を改正する法 

律（平成１９年法律第１２７号）

による支援給付を含む。）を受 

けている者の属する世帯 

円

０ 

円

０

円

０ 

円

０ 

円

０ 

Ｂ 

Ａ階層を除き当年度分の区市町 

村民税非課税世帯及び当年度分 

の区市町村民税のうち均等割の 

みの課税世帯（所得割非課税世 

帯） 

０ ０ ０ ０ ０ 

Ｃ 

１ 
Ａ階層を 

除き当年 

度分の区 

市町村民 

税の所得 

割が課税 

となる世 

帯 

当年度分の区市町村

民税のうちの所得割 

課税額が５，０００

円以下である世帯 

２，１００ 

３月分のみ１，６６０ 
０

２，１００ 

３月分のみ１，６６０ 
０ ６５０ 

２ 

当年度分の区市町村 

民税のうちの所得割 

課税額が５，０００ 

円を超え１０，００ 

０円以下である世帯 

３，１００ 

３月分のみ３，０５０ 
０

３，１００ 

３月分のみ３，０５０ 
０ ６５０ 

３ 

当年度分の区市町村 

民税のうち所得割課

税額が１０，０００ 

円を超える世帯 

６，２００ 

３月分のみ６，１００ 
０

６，２００ 

３月分のみ６，１００ 
０ ６５０ 

備考  

１ この表において「年間利用」とは年度を単位とする利用を、「一時利用」とは日を単位とする利用をいう。 

  ２ この表において「第１子の幼児」とは、「第２子以降の幼児」に該当しない幼児をいう。 

  ３ この表において「第２子以降の幼児」とは、次に掲げる幼児その他これらに準ずる幼児として委員会規則で

定める者をいう。 

（１）生計を一にする世帯に属する２人以上の幼児の保育を委託している場合における当該幼児のうち最年長の

幼児以外の幼児（最年長の幼児が２人以上いる場合は、そのうち１人を除く幼児を含む。） 

（２）保育を委託している幼児の兄又は姉（当該幼児と生計を一にする世帯に属する者に限る。）１人以上が小

学校の第１学年から第３学年までに在学している場合における当該幼児 

４ この表において「均等割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定す

る均等割をいう。 

５ この表において「所得割課税額」とは、地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう。た

だし、当該所得割の額を計算する場合には、委員会規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 

６ 月の途中で入園し、又は利用を開始した幼児の属する世帯の当該月の階層区分については、当該入園し、又

は利用を開始した日における在籍幼児の属する世帯の階層区分とする。 

７ ４月分から８月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年

度分」と読み替えるものとする。 



 
 

 

付 

則 
１ 
こ

の

条

例

は

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

の

施

行

の

日

（

以

下

「 
施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

立

幼

稚

園

の

保

育

料

に

関

す

る

条

例

別

表

の

規

定

は

、

施

行

日

の

属

す 

る

月

分

以

後

の

保

育

料

及

び

子

育

て

サ

ポ

ー

ト

保

育

料

か

ら

適

用

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

新

制

度

へ

の

移

行

を

踏

ま

え

、

保

育

料

を

改

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、 

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

九

十

八

号 

 
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 

  
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

十

四

条

第

二

項

中

「

休

職

と

な

っ

た

職

員

」

の

下

に

「

、

同

法

第

二

十

六

条

の

六

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

配

偶

者

同

行

休

業

中

の

職

員

」

を

、

「

そ

の

休

職

」

の

下

に

「

、

配

偶

者

同

行

休

業

」

を

加

え

る

。 

 

第

三

十

三

条

中

「

次

の

各

号

に

」

を

「

次

に

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

中

「

社

団

法

人

東

京

都

教

職

員

互

助

会

」

を

「

公

益

社

団

法

人

東

京

都

教

職

員

互

助

会

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

制

度

を

導

入

す

る

こ

と

に

伴

い

、

配

偶

者

同

行

休

業

中

の

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

の

取

扱

い

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

  













議

案

第

百

号 

 
 

 

工

事

請

負

契

約

の

承

認

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

工

事

請

負

契

約

の

承

認

に

つ

い

て 

 

左

記

の

工

事

請

負

契

約

の

承

認

を

求

め

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

工

事

の

名

称

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

営

住

宅

シ

テ

ィ

ハ

イ

ツ

六

本

木

等

整

備

工

事 

二 

工

事

の

規

模

 
 

 
 

 
 

 
 

建

物

の

延

床

面

積 
八

、

六

六

四

・

三

六

平

方

メ

ー

ト

ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住

宅

棟 

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

造

地

下

二

階

地

上

七

階

建

延

七

、

三

一

二

・

五

九

平

方

メ

ー

ト

ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

公

共

施

設

棟 

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

造

一

部

鉄

骨

造

地

上

三

階

建

延

一

、

三

五

一 

七

七

平

方

メ

ー

ト

ル 

三 

契

約

の

方

法

 
 

 
 

 
 

 
 

制

限

を

付

し

た

一

般

競

争

入

札

に

よ

る

契

約 

（二） （一） 

 
 

・ 



四 

契

約

金

額

 
 

 
 

 
 

 
 

三

十

五

億

六

千

四

百

万

円 
五 
契

約

締

結

日

 
 

 
 

 
 

 
 

契

約

承

認

の

日 

六 

工

期

 
 

 
 

 
 

 
 

契

約

締

結

の

日

の

翌

日

か

ら

平

成

二

十

九

年

六

月

三

十

日

ま

で 

七 

契

約

の

相

手

方 
 

東

京

都

港

区

赤

坂

四

丁

目

九

番

九

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日

本

国

土

・

徳

倉

・

谷

沢

建

設

共

同

企

業

体 

 
 

 

構

成

員

（

代

表

者

） 

東

京

都

港

区

赤

坂

四

丁

目

九

番

九

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日

本

国

土

開

発

株

式

会

社

東

京

支

店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支

店

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

私 

市 

和 

士 
 

 
 

 

 
 

 

構

成

員 
 

 
 

 
 

東

京

都

港

区

高

輪

三

丁

目

十

九

番

二

十

三

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

徳

倉

建

設

株

式

会

社

東

京

支

店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

執

行

役

員

支

店

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

下 

信 

夫 
 

 
 

 

 
 

 

構

成

員 
 

 
 

 
 

東

京

都

港

区

西

麻

布

三

丁

目

二

番

十

一

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

谷

沢

建

設

株

式

会

社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代

表

取

締

役 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

谷 

澤 

敏 

允 
 

 
 

 

（

説 

明

） 

 

港

区

議

会

の

議

決

に

付

す

べ

き

契

約

及

び

財

産

の

取

得

又

は

処

分

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条 

例

第

八

号

）

第

二

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

百

一

号 

 
 

 

工

事

請

負

契

約

の

承

認

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

工

事

請

負

契

約

の

承

認

に

つ

い

て 

 

左

記

の

工

事

請

負

契

約

の

承

認

を

求

め

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

工

事

の

名

称

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

営

住

宅

シ

テ

ィ

ハ

イ

ツ

六

本

木

等

整

備

に

伴

う

電

気

設

備

工

事 

二 

契

約

の

方

法

 
 

 
 

 
 

 
 

制

限

を

付

し

た

一

般

競

争

入

札

に

よ

る

契

約 

三 

契

約

金

額

 
 

 
 

 
 

 
 

二

億

二

千

八

百

三

十

八

万

四

十

円 

四 

契

約

締

結

日

 
 

 
 

 
 

 
 

契

約

承

認

の

日 

五 

工

期

 
 

 
 

 
 

 
 

契

約

締

結

の

日

の

翌

日

か

ら

平

成

二

十

九

年

六

月

三

十

日

ま

で 

六 

契

約

の

相

手

方 
 

東

京

都

港

区

新

橋

六

丁

目

五

番

四

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

株

式

会

社

八

洲

電

業

社

東

東

京

営

業

所 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東

東

京

営

業

所

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辻 
 

 

正 

宏 
（

説 

明

） 

 

港

区

議

会

の

議

決

に

付

す

べ

き

契

約

及

び

財

産

の

取

得

又

は

処

分

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条 

例

第

八

号

）

第

二

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

百

二

号 

 
 

 

物

品

の

購

入

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

物

品

の

購

入

に

つ

い

て 

 

左

記

の

と

お

り

物

品

を

購

入

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

購 

入 

の 

目 

的 
 

地

域

災

害

情

報

シ

ス

テ

ム

用

サ

ー

バ

ー

等

の

更

新 

二 

物

品

の

種

類

及

び

数

量 
 

㈠

サ

ー

バ

ー 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈡

シ

ス

テ

ム

端

末

機 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九

十

五

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈢

フ

ァ

イ

ア

ウ

ォ

ー

ル 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈣

ス

イ

ッ

チ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈤

ラ

ッ

ク 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈥

テ

ー

プ

バ

ッ

ク

ア

ッ

プ

装

置 
 

 
 

 
 

 
 

 

一

台 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈦

負

荷

分

散

装

置 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈧

そ

の

他

周

辺

機

器 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一

式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈨

地

域

災

害

情

報

シ

ス

テ

ム

用

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア 
 

 

一

式 
 

 
 

 
 

 

三 

購

入

予

定

価

格

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三

千

八

百

七

十

三

万

九

千

六

百

円 

四 

購

入

の

相

手

方

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

港

区

芝

四

丁

目

四

番

十

二

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三

信

電

気

株

式

会

社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常

務

取

締

役

ソ

リ

ュ

ー

シ

ョ

ン

営

業

本

部

長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴨 

下 

光 

夫 
 

 
 

 

（

説 

明

） 

 

港

区

議

会

の

議

決

に

付

す

べ

き

契

約

及

び

財

産

の

取

得

又

は

処

分

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条 

例

第

八

号

）

第

四

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

百

三

号 

 
 

 

物

品

の

購

入

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

物

品

の

購

入

に

つ

い

て 

 

左

記

の

と

お

り

物

品

を

購

入

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

購 

入 

の 

目 

的 
 

学

校

間

の

情

報

を

共

有

す

る

た

め

の

情

報

機

器

の

整

備 

二 

物

品

の

種

類

及

び

数

量 
 

㈠

サ

ー

バ

ー 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五

十

七

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈡

ス

ト

レ

ー

ジ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈢

ス

イ

ッ

チ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈣

ル

ー

タ

ー 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈤

ラ

ッ

ク 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四

十

台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈥

学

校

情

報

化

に

係

る

シ

ス

テ

ム

用

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア 
 

 

一

式 



三 

購

入

予

定

価

格

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一

億

九

千

七

百

九

十

三

万

九

千

百

六

十

円 
四 
購

入

の

相

手

方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東

京

都

港

区

白

金

三

丁

目

十

二

番

十

二

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株

式

会

社

ニ

シ

ダ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代

表

取

締

役

社

長 
 

 
 

 
 

 
 

 

西 

田 

順 

彦 

（

説 

明

） 

 

港

区

議

会

の

議

決

に

付

す

べ

き

契

約

及

び

財

産

の

取

得

又

は

処

分

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条 

例

第

八

号

）

第

四

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

百

四

号 

 
 

 

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て 

 

左

記

の

と

お

り

公

の

施

設

の

管

理

を

行

わ

せ

る

者

を

指

定

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一 

公

の

施

設

の

名

称 

 
 

 

港

区

立

し

ば

う

ら

保

育

園 

二 

指

定

管

理

者

の

名

称

及

び

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地 

 
 

 

Ｓ

ｈ

ｏ

Ｐ

ｒ

ｏ

―

Ｔ

ａ

ｉ

ｈ

ｅ

ｉ

共

同

事

業

グ

ル

ー

プ 

 
 

 

東

京

都

千

代

田

区

神

田

神

保

町

二

丁

目

三

十

番

地

株

式

会

社

小

学

館

集

英

社

プ

ロ

ダ

ク

シ

ョ

ン

内 

三 

指

定

の

期

間 

 
 

 

平

成

二

十

七

年

十

月

一

日

か

ら

平

成

三

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で 



（

説 

明

） 

 
し

ば

う

ら

保

育

園

の

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 



議

案

第

百

五

号 

 
 

 

特

別

区

道

路

線

の

廃

止

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

特

別

区

道

路

線

の

廃

止

に

つ

い

て 

 

特

別

区

道

の

路

線

を

次

の

よ

う

に

廃

止

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

路

線

番

号 
起 

 

点 
終 

 

点 

備 
 

 
 

 

考 

第

一

、

〇

九

三

号 

港

区

芝

浦

三

丁

目

十

一

番

百

三

十 

港

区

芝

浦

三

丁

目

十

一

番

百

十

六 

別

紙

図

面

の

と

お

り 

（

説 

明

） 

 

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

第

十

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 





議

案

第

百

六

号 

 
 

 

特

別

区

道

路

線

の

認

定

に

つ

い

て 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

六

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

特

別

区

道

路

線

の

認

定

に

つ

い

て 

 

特

別

区

道

の

路

線

を

次

の

よ

う

に

認

定

す

る

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

路

線

番

号 
起 

 

点 
終 

 

点 

備 
 

 
 

 

考 

第

一

、

一

七

二

号 

港

区

芝

浦

三

丁

目

十

一

番

百

三

十 

港

区

芝

浦

三

丁

目

十

一

番

百

十

八 

別

紙

図

面

の

と

お

り 

（

説 

明

） 

 

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

第

八

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 




	区長報告第２６号 専決処分について（和解）
	区長報告第２７号 専決処分について（損害賠償額の決定）
	議案第８５号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例
	議案第８６号 港区職員の配偶者同行休業に関する条例（新規）
	議案第８７号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
	議案第８８号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
	議案第８９号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
	議案第９０号 港区立商工会館条例の一部を改正する条例
	議案第９１号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
	議案第９２号 港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
	議案第９３号 港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例
	議案第９４号 港区立こども園条例の一部を改正する条例
	議案第９５号 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
	議案第９６号 港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
	議案第９７号 港区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例
	議案第９８号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
	議案第９９号  平成２６年度港区一般会計補正予算（第５号）
	議案第１００号 工事請負契約の承認について（港区営住宅シティハイツ六本木等整備工事）
	議案第１０１号 工事請負契約の承認について（港区営住宅シティハイツ六本木等整備に伴う電気設備工事）
	議案第１０２号 物品の購入について（地域災害情報システム用ハードウェア及びソフトウェア）
	議案第１０３号 物品の購入について（学校情報化に係るシステム用ハードウェア及びソフトウェア）
	議案第１０４号 指定管理者の指定について（港区立しばうら保育園）
	議案第１０５号 特別区道路線の廃止について（芝浦三丁目）
	議案第１０６号 特別区道路線の認定について（芝浦三丁目）



